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①違反転用 3年以下の懲役また
は300万円以下の
罰金（法人は300万
円以下の罰金）

3年以下の懲役また
は300万円以下の
罰金（法人は1億円
以下の罰金）

②違反転用 
　における
　現状回復
　命令違反

６ヵ月以下の懲役ま
たは30万円以下の
罰金（法人は30万
円以下の罰金）

3年以下の懲役また
は300万円以下の
罰金（法人は1億円
以下の罰金）

農 地 制 度 が 変 わ り ま し た ！
●平成21年６月24日、「農地法等の一部を改正する法律」が公布され、同年12月15日
　「農地の利用に関する責務規定」を設けた改正農地法等が施行されました。
●新たな農地制度は、①これ以上の農地の減少を食い止め、農地を確保するとともに、
　②農地の貸借をやりやすくして、農地を最大限利用することをねらいとしています。

●農地を利用できる者の範囲が拡大され
　ました。（一定の要件を満たす必要があ
　ります）

●違反転用等に対する処分・罰則が強化
　されました。
●都道府県知事等による行政代
　執行制度が創設されました。

●相続等によって農地を取得した人は、
　農地のある農業委員会へ届出が必要に
　なりました。届出書は、各庁舎総合窓
　口及び農業委員会に設置してあります。
　（市HPよりダウンロード可）
●耕作できない場合等は、農業委員会
　から貸し借り等のあっせんを受ける
　ことができます。

農地の賃借規制が
緩和されました！

遊休農地に対する指導が
強化されました！

違反転用に対する罰則が
強化されました！

農業委員会への届出が
必要になりました！

【問合せ】農業委員会　庶務係（農村環境改善センター内）　担当　大久保・小林　☎63-8823

した

＝新たな農地制度について、詳しくは農業委員会へお問い合わせください＝


